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論文

林業集落排水事業からみた山村の 

生活基盤整備政策の現状
─全国市町村の動向と富山県南砺市の事例─

	 髙田　乃倫予＊（岩手大学農学部）

	 永田　信（東京大学アジア生物資源環境研究センター）

山岸　健一（東京大学大学院農学生命科学研究科、現 林業経済研究所）

要旨
　都市においても農山村においても生活排水処理は公衆衛生や自然環境保全の観点から重
要である。現在、山村では主に個別処理浄化槽や各種の集落排水事業によって生活排水処
理が行われている。本論ではそのなかで、林業集落排水事業に注目し、本事業を導入して
いる全国 26 市町村を対象とした質問紙調査（17 市町村から回答）と、26 市町村のなか
で公営企業会計を早期に取り入れた富山県南砺市での現地調査を実施した。林業集落排水
事業は 1980 年に山村の生活環境の向上、林業従事者の定住化の促進、山村の活性化およ
び水源となる公共水域の保全を図るために実施された。1989 年以降、住民の要望が高まっ
たことで整備が進み、1999 年頃に整備のピークとなった。現在は、山村の人口減少が進
み使用料の収入が減少する一方、耐用年数による施設の機器更新が必要となり、維持管理
の財政負担がより拡大する可能性は高い。将来的に個別処理浄化槽への転換が検討されて
おり、さらなる国家的な支援が期待される。
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1． はじめに

1．1．　背景
公衆衛生や自然環境の保全といった観点から生活排水の処理が求められることは、都市
においても農山村においても変わらない。生活排水とは、一般に人間の生活に伴って生
じ、河川、湖沼、海洋等の公共用水域とそれに接続する用排水路に排出される排水を指
し 1）、し尿とその他の生活雑排水が含まれる。生活排水は、それがそのまま生活圏に滞留
すれば、伝染病の蔓延など公衆衛生上の問題を引き起こす。また、生活排水が河川などに
大量にそのまま排出されれば、そこを劣化、荒廃させる。環境の劣化、荒廃は、人間の生
活にも影響を及ぼす。現在に至るまで、都市だけでなく農山村においても、生活排水の適
切な排出や処理のために様々な施策が講じられてきた。
農山村における生活排水処理は、人口密度や地理的条件の違いから、しばしば都市とは
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異なる施設によって行われる。現在、日本で用いられている主な生活排水処理施設には、
公共下水道や農業集落排水施設（林業集落排水施設、漁業集落排水施設を含む）、コミュ
ニティプラントといった集合処理と、各戸に設置される合併処理浄化槽による個別処理が
ある 2）。このうち、人口が集中する都市では、公共下水道を整備して多くの住民の生活排
水を 1か所に集めて、大規模な下水処理場で一括して処理することが合理的とされるが、
人口がまばらな地域では、比較的規模の小さい農業集落排水施設等を整備したり、各戸に
合併処理浄化槽を整備したりするほうが合理的となる。こうした傾向は、農山村のなかで
も、より人口がまばらな山村において特に顕著に現れることになる。
都市に比べて山村では、生活排水処理施設の整備が未だに十分には進んでいない。水洗
化率は、全国平均で 2000 年に 83.4%、2010 年に 92.1% であるが 3）、山村の水洗化率はこ
れよりかなり低く 2000 年には 43%、2010 年でも 70% にとどまっている 4）。生活排水処
理施設については、最近では、既存施設の運営管理や更新も大きな課題とされているが、
山村を含め、未だに残る未整備地区における新規整備も、依然として政策上の課題とされ
ている 5）。
山村における生活排水処理施設の整備は、林業政策のなかで山村居住者の生活基盤整備
としても行われてきたが、その実態は変化しつつある。
山村の活性化に関して、2011 年度の「森林・林業白書」には若年層の山村の定住化に
向けた生活環境整備の推進が明記されていたが、2012 年度の「森林・林業白書」では都
市との交流で生じる就業機会や木質バイオマスを中心とした林業の振興による就業機会の
創出に重点が置かれている 6）7）。山村の一次的な生活環境の整備がある程度進み、就業で
の人口増加を促す状況へと変化していると考えられるが、Iターン、Uターン等の動きは
あるものの、山村では未だに過疎高齢化が進行している 8）。
2008 年には人口分布に対応した「効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策
定マニュアル」の案が出されている 9）。山村部の現在の地理的条件や人口密度に対応した
生活排水処理の検討に加え、進行中の人口減少を配慮して今後の山村部での生活環境を維
持するために生活排水処理について考えることが必要である。現在、山村部には合併処理
浄化槽による個別処理、林業集落排水施設等の集合排水が設置されている。個別処理につ
いては髙田・永田（2020）で検討したが、本稿では山村の人口減少の影響を受けやすい
集合排水のなかでも山村に特徴的な林業集落排水事業（以下、「林集」という）に注目し、
その現状を調査した 10）11）12）。

1．2．　先行研究
生活排水処理に関しては技術的なものから政策的・財政的なものまで膨大な研究が存在
する。このうち特に農山村を対象とする研究に絞ると、住民の意識や行政の費用負担とい
う観点からの研究が多くみられる。住民の意識については、木俣（1997）が、農業集落
排水処理施設の整備に対する住民の期待と懸念を分析している。それによれば、住民の期
待は「農業生産面、生活環境改善面、定住条件の改善面、水環境保全・改善面、精神面の
5種類に大別」されるが、このうち、特に生活環境の改善の効果や「清潔になる」といっ
た精神面での改善の効果に強い期待が寄せられたという 13）。一方で住民の懸念は「運転
コストの負担金、日常管理、処理施設の構造、処理施設の場所の確保、受益者負担、事業
実施に大別」されるが、このうち、特にコストと設置場所がとりわけ深刻な懸念となって
いたという 13）。
また、木俣（2001）は、農業集落排水処理施設の整備前後の住民意識を比較してい
る 14）。整備前は「衛生環境の改善」、「清潔になる」が最も期待されており、「若い人に喜
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ばれる」、「安全になる」といった期待も高く、総じて生活環境面と精神面への期待が上位
を占め、生活環境および自然環境の改善に貢献すると考えられていた。また、農家では
「自然環境（水環境）の改善」への期待が高く、非農家では、「気持ちよく生活ができる」
という期待も高まっていた。整備後は、「気持ちよく生活ができる」、「都会の人との交流
がしやすくなる」などの精神的効果に対する評価が顕著で、評価が定住条件に収斂し、よ
り社会性を意識した定住条件の改善効果への評価が認められた。
また、行政の費用負担に関して、遠藤・大村（2008）は、中小規模の市町村の費用負
担について、下水道等の集合排水処理方法は人口増加を想定して計画し建設されるため、
人口減少の続く市町村では財政への圧迫が深刻となるので、集合排水処理方法から早期に
個別処理浄化槽に切り替えることが望ましいとした 15）。また、細井（2012）は、人口減
少を考慮し既設の集落排水施設の維持管理にかかわる経済的負担を指摘し、市町村におけ
る生活排水処理の方法としては、集落排水施設と個別処理浄化槽の組み合わせを行うこと
でコスト軽減になると提言した 16）。

1．3．　問題意識と目的および調査方法
生活排水処理の整備に関しては、国の施策や事業の変化や自治体の財政状況の変化をは
じめ、整備が一巡してその維持管理が中心的な課題となるなど、都市部を含む全体に共通
する問題も多いが、山村では人口減少が特に顕著に現れている。山村の生活排水処理は個
別処理を中心にしているが、集合処理である集落排水施設も導入されてきており、人口
減少の影響は後者で特に、自治体の財政負担、住民の負担が大きくなっていると推測で
きる。
こうした問題意識に基づき、山村における生活排水処理の実態を明らかにしたいと考え
るが、本論文ではそのなかでも山村に導入された集落排水施設である林集に着目し、人口
が減少するなかでどのような問題が発生しているかを明らかにする。より具体的には、林
集の維持が困難になってくるなかで、将来的に個別処理浄化槽の導入が検討されると考え
られる。そこで、①実際、個別処理浄化槽への切り替えを検討している自治体は何割程度
になるのか、②人口減少のなかで住民が支払う使用料が高くなっている傾向にあるのでは
ないか、を明らかにする。以上の解明を目的に、文献調査や山村地域での生活排水の処理
施設（浄化槽や集落排水施設など）の設置や管理の実態を調査した。
本稿では、さらに林集導入地域のなかで全国に先駆けて公営企業会計へ切り替えた富山
県南砺市に聞き取り調査を行った（2016 年 6 月 22 日）。南砺市では、2007 年度から公営
企業会計を導入しており、経費などが公表され情報が蓄積されているため、分析対象と
した。質問内容は、林集の導入経緯、林集の維持管理の状況および具体的な取り組みと
した。
さらに、林集の設置経緯や現状、今後の対策について、林集を行っている全国の 26 市
町村（南砺市を含む）に質問紙を郵送し、17 市町村から回答を得た	（2019 年 7 月 5日現
在）。質問内容は、林集の導入経緯、現在の状況、今後の計画に関する内容とした（表－
1）。

2．　生活排水処理の経緯と現状

2．1．　農山村の生活排水処理の経緯
生活排水の処理は、当初は主に公衆衛生という観点から問題とされていた。農山村の公
衆衛生は、行政による指導を中心にして、大正時代から取り組みが行われたといわれ
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る 17）。内務省は 1918 年から 9か所の農山村で実地調査を行い、その結果を基に 1926 年
から農山村で農村衛生講習会を実施し、衛生思想の普及に努めたという。1932 年からは
農村土木事業、農村経済更生運動を展開したが、小規模であったために十分な効果は得ら
れず、農山村の公衆衛生は改善がほとんどみられないまま第 2次世界大戦となった。
戦後になり、農山村において生活排水処理の問題に本格的に取り組むようになった。都
市部ではすでに戦前から下水道の整備が始まっており、1900 年には法令（旧下水道法、
1900 年法律第 32 号）も整備された 18）。また、同年には汚物掃除法（1900 年法律第 31
号）も公布され、し尿の回収等に関わる土地所有者等と市の責務が規定された。しかし、
いずれも市部を対象とするのみで、郡村部は対象としていなかった。農山村が対象となる
のは、1954 年に汚物掃除法に代えて清掃法（1954 年法律第 72 号、1970 年に「廃棄物の
処理及び清掃に関する法律」に改正）が制定されてからであった。同法によって、全国的
にし尿の公共用水域への投棄が禁止され、その処理が市町村の責務とされた。1963 年に
は生活環境施設整備緊急措置法（1963 年法律第 183 号）が成立し、同法の下で全国総水
洗化が目標に掲げられ、し尿処理のための施設整備が進められた 19）。また、特に農山村
については、林業基本法（1964 年法律第 161 号）や山村振興法（1965 年法律第 64 号）、
農業振興地域の整備に関する法律（1969 年法律第 58 号）に基づく生活環境整備事業のな
かでも、次第に排水処理施設の整備に関わる事業が用意されるようになった。
元々し尿は、農地還元や山林等への投棄、汲み取りによって排出されることが多かった
とされる。しかし、上記の施策によって下水道やその他の集合処理施設、個別処理浄化槽
が整備されていった。加えて、当初個別処理浄化槽ではし尿のみを処理する単独処理浄化
槽が主流であったが、次第に生活雑排水を含む生活排水全体を処理する合併処理浄化槽へ

表－ 1　	林業集落排水施設を導入した市町村への質問内容およ
び回答数、回答率

　出典：回答された質問紙から作成
　注： 	回答市町村は 17 市町村。1市町村は導入経緯については

回答できないとされたため、2〜 4 の項目についてのみ
質問した。
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の転換が進められた。1965 年には「第一次生活環境整備 5か年計画」等が打ち出され、
全国総水洗化が目指された。そのため、浄化槽は 1960 年代に爆発的に普及したといわれ
ている。特に、単独処理浄化槽は 1960 年代（1965 〜 1975 年）に急速に普及が進んだと
いわれる。しかし、その後、一方では合併処理浄化槽の開発が進展し、他方では生活雑排
水による水域の汚染が問題となった。それを受けて、1990 年の水質汚濁防止法改正では
生活雑排水を含む生活排水対策の推進が盛り込まれた。2000 年には、浄化槽法改正によっ
て単独処理浄化槽が法令上浄化槽とはみなされなくなり、同時に、下水道等の他の処理方
法を取る場合を除いて、生活雑排水も浄化槽で処理して排出することが義務づけられた。
これによって、し尿とともに生活雑排水の処理も原則として義務となった。単独処理浄化
槽は「みなし浄化槽」と呼ばれるようになり、単に浄化槽といえば合併処理浄化槽を指す
ようになった。

2．2．　生活排水処理施設に関わる制度
現在、日本で使用されている生活排水処理施設は、まず施設を規制する法令の違いに
よって、大きく公共下水道（下水道法、1958 年法律第 79 号）と浄化槽（浄化槽法、
1983 年法律第 43 号）に区別される。このうち浄化槽は、一定範囲の地域内の全戸ないし
複数戸の排水を 1か所でまとめて処理する集合処理の浄化槽と、各戸に設置されその分
の排水のみを処理する個別処理の浄化槽に区別される。下水道と集合処理の浄化槽を合わ
せて集合処理と呼び、個別処理と区別することがある。
集合処理の浄化槽の設置に対しては国による各種の補助事業があり、それぞれに名称や
補助要件が異なる。所管の違いにより、農業・林業・漁業の各集落排水施設（農林水産
省・林野庁・水産庁）や簡易排水処理施設（農林水産省）、コミュニティプラント（環境
省）、小規模集合排水処理施設（地方単独、総務省による交付税措置）等に分かれる。い
ずれも事業主体は原則として市町村となる。集合処理の場合には、利用者に対して、管渠
への接続費用と使用料金の負担が求められる。使用料金は市町村が決定し、下水道と他の
処理施設で同じか大きくは異ならない水準にすることが多い。
個別処理の浄化槽では、市町村が設置主体になる場合（市町村設置型）と個人が設置主
体になる場合（個人設置型）がある。個別処理の浄化槽の設置に対しては、環境省と総務
省の補助事業がある 20）。市町村設置型の場合、市町村が設定した使用料金を使用者が負
担することになる。個別処理の浄化槽の使用料金も、他の処理方法と大きくは異ならない
水準にしていることが多い。個人設置型の場合、国および市町村の設置費用の補助を受け
ることができるが、それ以外の保守点検費用および清掃費用については使用者が負担する
ことになる。

2．3．　林業集落排水について
林集は林野庁が管轄する事業である。農林水産省が管轄する農業集落排水事業（以下、

「農集」という）では計画人が 1,000 人以下、1地区 20 戸以上が目安となっているのに対
して、林集では計画人口 1,000 人以下という点では同様であるが、1地区の戸数の目安が
ない。また、簡易排水（農林水産省管轄）より規模が大きい。なお現在では、施設整備の
補助事業が廃止されているため、統計上は、林集は農集に含まれて集計されている。
林集は 1980 年に山村の生活環境の向上、林業従事者の定住化の促進、山村の活性化お
よび水源となる公共水域の保全を図るために導入された 21）。同事業は、林業地域総合整
備事業のメニューの 1つである用排水整備事業として展開されていた。林業地域総合整
備事業は、事業期間 7年間、標準事業費 93 千万円（約 13 千万円 /年）とされ、事業メ
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ニューとして林道整備事業、集落林道整備事業、用排水施設整備事業、用地整備事業、特
認事業を行うことが認められていた 22）。この事業は、林業を中心とする産業面の補助だ
けでなく、山村の生活環境を改善するという点で画期的であり、そのなかで林集という形
で生活排水処理の補助も含められていた。しかし、当時はまだ林道等の産業基盤整備への
要望が強く、逆に地方公共団体では山村の生活排水処理まで手が回らなかったことから、
導入実績は上がらなかった。しかし、農村で農集の導入が 80 年代・90 年代に進んでから
は、その影響を受けて山村住民から要望が徐々に上がるようになった 23）。
その後、林集を含む事業としては、1990 年には林業集落定住基盤整備事業、1992 年に
は森林地域環境総合整備モデル事業が実施されたが、1993 年にはそれまでの 3つの事業
（林業地域総合整備事業、林業集落定住基盤整備事業、森林地域環境総合整備モデル事業）
が統合・再編され、新たな林業地域総合整備事業が実施された。また、「水道原水水質保
全事業の実施の促進に関する法律」（1994 年法律第 8号）以降は、それまで用排水施設整
備事業として行われていた事業が、用水施設整備事業、排水施設整備事業、林業集落排水
事業に分割された。林野庁が実施した 2000 年頃のヒアリング調査によれば、依然として
林道整備への期待が高いものの、用水施設整備や集落排水施設整備を含む生活環境整備関
係のメニューへの期待も高まってきていた。2000 年には、林業集落生活基盤緊急整備事
業という新たな事業が実施され、これまでの事業よりも生活環境整備を重点的に実施でき
るようになった。2001 年の林業基本法から森林・林業基本法への改正に際しては、林道
事業体系の森林総合整備事業は森林居住環境整備事業に引き継がれ、事業内のフォレス
ト・コミュニティ総合整備事業となっている。
林集はこれまで少なくとも 26 市町村で行われた。また、このほかに同事業を用いたも
のの集落排水施設を導入せず、合併処理浄化
槽を導入したケースもあるとされるが詳細は
不明である。なお現在、林集の補助事業は実
施されていない 24）。
現在では 15 府県の 26 市町村で林集が導
入されており、総処理人口は 2,191 人となっ
ている（表－ 2）。林集を導入している市町
村は、福島県と鳥取県にそれぞれ 4 市町が
あるほかは、各府県ともに 1 ないし 2 市町
村にとどまる。全体として日本海側の地域に
比較的多く存在する一方で、関東地方と東海
地方には林集を導入している市町村はない
（図－ 1）。林集による処理人口は、福島県が
884 人と最も多く、福井県が 246 人とこれに
続く。秋田県・富山県・和歌山県・鳥取県の
各県が 100 人台であるが、それ以外の 9 府
県は 100 人未満である。
林集を含む下水道事業の会計は、地方公営
企業法を適用した公営企業会計で処理される
場合と地方公営企業法を適用しておらず、特
別会計で処理される場合がある。地方公営企
業法の適用は市町村の任意となっている。公
営企業会計は 2007 年度から富山県南砺市が

表－ 2　林業集落排水事業の導入状況

出典：	総務省「下水道事業経営指標・下水
道使用料の概要」・「汚水衛生処理率」
（いずれも平成 29 年度版）より筆者
作成
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導入しており、2012 年度から鳥取県
鳥取市、2017 年度から滋賀県高島市、
2018 年度から秋田県横手市、鳥取県
江府町、岡山県鏡野町、山口県萩市が
導入している。これら 7 市町以外の
19 市町村は地方公営企業法を適用し
ておらず、法非適用企業として通常の
特別会計で処理している。
林集の補助対象施設は、末端受益戸
数 2 戸までの管路施設と汚水処理施
設となっていた。補助対象施設の設置
費用は、50%（過疎等の場合 55%）が
国から、10% が県から補助された。
残りの 40%（過疎等は 35%）のうち
受益者負担等で賄われる分（5％程度
とされる）を除いた残りが、市町村の
負担となっていた。市町村の負担につ
いて地方債である下水道事業債を充当
することが認められ、下水道事業債の
償還分の半分が地方交付税措置とされ
ていた。末端受益戸数が 1 戸であっ
て林集の補助対象とならない単独事業
の場合も受益者負担（5％程度）を除
いた残りが市町村の負担であり、下水
道事業債を充当することが認められていた。
林集の使用料金は、農集とともに各市町村単位で公共下水道料金と同じ水準に設定され
ている。各市町村で林集を導入している地区は 1〜 2 地区が大半であるが、福島県の古
殿町は 12 地区と全国で最も多く設置されている。また、林集の法令による耐用年数は汚
水処理場 23 年、管路施設 50 年、また使用実績による耐用年数は処理場土木建築物が 50
〜 70 年、処理場機械・電気設備が 15 〜 35 年、管路施設が 50 〜 120 年とされてい
る 25）。各市町村の林集では供用開始から 20 年程度経過している施設が多い。引き続き維
持管理が必要であるとともに、今後 20 〜 30 年程度で多くが更新の時期を迎えることに
なる。

3．　調査結果

3．1．　全国の概要
3．1．1．　林集導入の経緯
既に林集の施設整備の事業が終了してから 10 年以上経過しており、林集導入の経緯を
知る職員が少なくなっているため、林集導入当時の資料からの回答が主となった。回答は
26 市町村のうち、導入経緯について回答のなかった 1市町村を除き、16 市町村であった。
林集の導入理由として、8市町村は上水道整備も含む水道施設整備の一環として下水道整
備の要望があったためと回答した。また、ほかの 8市町村は下水道整備計画のなかで補
助事業の条件が合致したためと回答した。下水道整備の要望があった 8市町村を含め 14

　Ⓒ白地図専門店

図－ 1　林業集落排水事業の導入都道府県

　出典：表－ 2より筆者作成
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市町村で住民からの反対意見は特になかったと回答した。住民の要望は、下水道整備とい
う直接的な要望だけではなく、水道整備、水洗化の向上、環境意識への高まりから排水処
理に対する要望が高かった。林集の導入に際しては 2市町村で住民にアンケートを実施
して意見の聴取を行っており、また 2市町村で説明会を開き住民への周知と理解を図っ
たと回答した。また、農集の代わりや農集から
外れたエリアで条件の合致する林集の導入が検
討されていた。

3．1．2．　設置、補助費用と費用負担
林集導入以前の生活排水処理状況に関して
は、資料が残っておらず不明なことが多いが、
回答のあった 13 市町村ではほとんどの世帯が
汲み取り式であった。一部、集落の 15％から
40％でみなし浄化槽を使用していた。
設置年（併用開始を含む）については 15 市
町村から回答を得た。15 市町村の設置基数は
総計 36 基となっている（表－ 3）。1994 年か
ら徐々に設置が増加し、1999 年にピークとな
り、2000 年以降は 2001 年から 2002 年で一時
増加したものの、減少し横ばいとなっている。
1999 年には、8 市町村で設置されている（図
－ 2）。2012 年は再建された事例である。
窒素・リン・BODの除去率が高い高度処理
型を導入していたのは 1市町村であった。入
札が基本であるが、日本農業集落排水協会の認
定を受けたメーカー製で、規定の浄化槽と同等
の処理能力のもの、納入可能なものを選定して

図－ 2　林業集落排水施設の設置年

　	出典：回答があった 14 市町村の値を集計
　注： 	2000 年と 2001 年のどちらに設置されたか不明の 1 施設は

2001 年に含めている。また、表－ 3の回答市町村のDは 2012
年に再建した林集を含む。

表－ 3　	回答市町村の林業集落排水施設
の設置基数と設置費用

　出典：回答が得られた金額を集計
　注 1： 	施設 2か所以上で各施設の負担

額の回答を得た場合は集計して
いる。

　注 2：Pの市町村は設置年数は不明。
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いた。
林集への接続率は、6市町村で 100％となっている 26）。また、世帯の立地条件や負担金
の面の課題により 1戸から 5戸と数戸の世帯で汲み取り式やみなし浄化槽での処理となっ
ている。立地条件では林集につなぎこめない世帯に対して市町村型の合併処理浄化槽の導
入を行う市町村もある。
林集は 1,000 人以下の規模を対象にしているが、設置した市町村の設置人数は、1,000
人をはるかに下回るところがほとんどである。
回答の得られた市町村の施設設置における費用負担の総額は、6,000 万円弱から 3億円
超と幅広い（表－ 3）。総務省「地方公営企業年鑑」の総事業費や補助対象事業費や市町
村の負担額（地方債＋その他）と異なる値は、総務省と市町村での計算方法が異なる可能
性が高く、今後さらに詳細な調査を行う必要がある。

3．1．3．　管理業務
15 市町村で、入札や実績に基づく審査により選定された民間業者に施設の維持を行う
管理業務を委託している。そのほか、1市町村で協業組合、1市町村で衛生組合に施設の
管理業務を委託している。管理業務を民間企業に委託している市町村のうち、1市町村で
は施設周辺の除草作業を地元公民館に委託しており、また他の 1市町村では施設ごとに
管理組合（住民組織）が組織されており、周辺施設の清掃を委託している。さらに他の 1
市町村では除草作業等をシルバー人材センターに依頼する場合もある。
衛生組合へ管理を委託している 1市町村では、処理施設ごとに維持管理組合が集金を
行っている。

3．1．4．　今後の計画
今後の計画については、7市町村で、人口、世帯の減少により維持管理費が増大してい
くことから、処理方法の検討を行っているとした。そのうち 4市町村は、林集から個別
処理浄化槽への移行が必要である、もしくは個別処理浄化槽への移行を検討しているとし
た。また、7市町村のうち 1市町村で施設縮小が課題であると回答し、1市町村で処理方
法等の検討が課題であると回答した。さらに、ほか 1市町村は将来的に下水道への統合
を検討しているとした。残りの 10 市町村では、施設の現状維持と回答しており、そのう
ち 7市町村では、処理人口の減少や機器の更新などの課題はあるものの現状維持、ほか 3
市町村では少なくとも林集の更新予定や整備計画はないと回答した。
新規居住者への対応については、13 市町村で林業集落排水施設への接続を明確にして
いる。また、施設への接続が可能な場合には接続するとの回答が 3市町村、個別に対応
するが 1市町村となっている。接続は各戸の負担と回答した 1市町村も含めれば、回答
の 9割近くの市町村で原則林業集落排水施設への接続の対応を取っている。また、集落
排水施設に接続できない場合は個別処理の合併処理浄化槽による対応となる。

3．2．　南砺市における林集の状況
3．2．1．　南砺市の概要
南砺市は富山県の西南部に位置する市であり、2004 年に城端町、井波町、福野町、福
光町、平村、上平村、利賀村、井口村の 8町村が合併して誕生した（図－ 3）。
市の面積は 688.86	km2 で、富山県内で 2番目に大きい市となっている。市の面積の約 8
割が森林であり、白山国立公園の一部を含む自然の豊かな地域である。森林が多い一方
で、同市の北部には「散居村」の風景がみられる水田地帯が広がっている。世界遺産であ
る五箇山合掌造り集落もあり、また彫刻のまちとしても知られている。気候は真夏で
30℃以上、真冬で－10℃近くとなり、年間降水量は 2,000 〜 3,000	mm で積雪が 3	m 以上
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の地域もある。
世 帯 数 は 17,751 世 帯、 人 口 は
50,592 人であり、高齢化率が 38％と
なっている 27）。第一次産業就業者が
1,883 人、第二次産業就業者が 10,014
人、第三次産業就業者が 15,030 人
（2015 年度国勢調査）となっている。

3．2．2．　 富山県の生活排水処理に
関わる事業の歴史概要

富山県では、1949 年に高岡市で最
初の下水道事業が行われた。しかし、
これは生活排水の排出や処理を目的と
した事業ではなく、市街地の浸水防止
のための事業であった。1952 年には
旧富山市で、1959 年に旧新奏市で同
じく市街地浸水防止のための下水道事
業が行われた。1962 年には市街地の
浸水防止だけでなく汚水処理を目的と
した処理場が富山市に設置され、
1965 年に高岡市にも同様の処理場が
設置された。
しかし、富山県が全県的に生活排水
処理に関わる事業を展開するのは、
1990 年代になってからである。1990
年代、富山県は持ち家率、住宅の広さ、貯蓄率など多くの生活関連指標で国内トップであ
るにもかかわらず、県民が生活環境の豊かさを実感できていないとされ、その理由として
下水道整備の遅れがあげられていたという 28）29）。富山県では生活環境の向上と自然環境
の保全を早期に達成するために、都市部や農山漁村を問わず汚水処理施設整備を促進する
長期的な指針として、1990 年に全国に先駆けて「全県域下水道化構想」を策定した 30）。
2000 年には、事業の効率化や透明性の向上、事業費の見直し、目標年次であった 2000
年以降の新たな整備率の設定などの必要性から構想の見直しが行われ、新たに「全県域下
水道化新世紀構想」（以下、「全県域構想」という）が策定された。これらの構想の下で事
業が進められ、富山県の汚水処理人口普及率は 95.9％（2014 年）、下水道処理の普及率は
83.8％（2014 年）まで上がっている。いずれも全国の上位から 8番目、東海・北陸地域
では 1番目に位置している。この間に、下水道類似施設として集落排水施設も整備され
ている。補助条件の適合によって農集、もしくは林集が導入されている。下水道整備に関
する補助は市と町村で補助金額が異なり、町村のほうが補助金額が大きかったため、町村
での下水道化が市の下水道化よりも早く達成したようである。こうして、町村の下水道整
備は平成の大合併前にある程度まで進んだ状態にあった 31）。
その後、効率的な公共事業の実施方法を再確認し、人口減少に対応した事業費の削減や
計画の見直しを行う必要性から、改めて全県域構想の見直しが行われ、①集合処理区域と
個別処理区域の見直し、②合併処理浄化槽の活用や処理場の統廃合、などが検討された。
それを踏まえて、2012 年に「富山県全県域下水道化構想 2012」が策定された 32）。「富山
県全県域下水道化構想 2012」では、未整備地区については経済性を基本に最適な手法が

　Ⓒ白地図専門店

図－ 3　南砺市の位置



林業経済　74 (6)

11

検討され、既整備地区については更新時期を迎える処理場に関して更新もしくは他の処理
場への接続が比較検討され、統廃合計画が示された。目標年度は 2021 年度に設定され、
汚水処理人口普及率 98％という目標が掲げられた。処理場については、2010 年度に 179
あった処理場を統廃合によって 2021 年度に 161 に減らすことが目標とされた。この後、
2018 年には「富山県全県域下水道ビジョン 2018」も策定されている 33）。
これらの構想の下、富山県では県が受け持つ流域下水道に接続する形で市町村の個別の
処理場の廃止と下水道化が進められている。また、農村部や山間部の流域下水道への接続
が経済的でない地域では、老朽化した処理場の更新に際して、個別処理浄化槽への転換も
含めた経済性の再検討を行う方針が示されている。

3．2．3．　南砺市の林業集落排水について
南砺市では、2016 年末現在で汚水処理人口普及率が 99.6% に達しており、市内のほと
んどの地域が生活排水処理の対象地域に入っている。このうち、下水道が 84.9% を占め、
続いて農集等が 14.2％、浄化槽（市町村設置型）が 0.5% を占めている 34）。南砺市では農
集のほかに山間部の 5地区（以下、A〜 E地区とする）で林集を導入している。しかし、
統計上は林集による処理人口も農業集落排水等に含められている。
現在、南砺市内で林集が整備されている地域では、林集を導入する以前には、し尿は汲
み取りや単独処理浄化槽で処理され、生活雑排水は主に用水路に排出されていた。林集導
入の目的は「生活雑排水による公共用水域の水質悪化防止とトイレの水洗化による生活環
境の向上」とされ、補助金の採択要件に合致した 5つの地区を林集とした。林集の使用
料は、下水道と同様に使用水量に応じて計算されている（表－ 4）。使用水量の算出方法
は、①上水道のみ使用、②井戸水等のみ使用、③上水
道と井戸水等の併用の場合に分けて設定されている
（表－ 5）。なお、下水道料金は、合併前の旧市町村ご
とに料金が異なっていたが、2005 年には市内で料金
が統一され、2010 年に料金改定がなされている。林
集も含め集落排水や下水道の事業において、受益者負
担金が徴収されることがある。受益者負担金とは、生
活排水処理施設の整備により、その土地の利便性が高
まり、結果として土地の資産価値が高まるため、その
資産価値の増加分を受益者に負担させるという制度で

表－ 5　南砺市の下水道使用水量の算出方法

　出典：聞き取り調査の資料より作成
　注：山水には井戸メーターは取り付け不可能

　出典：	聞き取り調査の資料よ
り作成

　注：2019 年 9 月時点

表－ 4　	南砺市の下水道使用料
の計算方法
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ある。南砺市では、使用料の統一や下水道事業経営の一元化を受け、新たに造成される住
宅等について基準を統一し、下水道受益者負担金を 2011 年から居住用の土地 1	m2 当たり
730 円に改定している 35）。南砺市では旧福野町の下水道事業が公営企業法の適用を受け
ていたこともあり、2007 年に公営企業法の全面適用となり、下水道と集落排水（農集・
林集）をまとめて企業会計で行っている。
林集を利用している行政区域内の人口は林集で処理する人口と同値であり、区域内の普
及率は 100% となっている。しかし、この人口は徐々に減少している。2015 年まで 100
名を超えていたが、2016 年に 100 名を切り、その後も減少している（図－ 4）。なお、地
域の住民によって維持管理組合が組織されている市町村もあるが、南砺市では市内すべて
の林集で維持管理組合は組織されておらず、民間企業のK社に委託している。K社では、
林集の使用状況を確認しながら施設の維持管理を行っている。

図－ 4　南砺市の林集設置区域の人口

　出典：南砺市下水道事業会計決算書

A、B、C、E地区は採択と同年度もしくは翌年度に林集に着工したが、D地区は 1989
年度の採択から 10 年近く経過した 1999 年度に着工した（表－ 6）。2006 年度時点での処
理戸数は、計画戸数に比べてC・D地区が同数であるほかは、減少している。2019 年度
の処理戸数は 2006 年度からさらに減少しており、各地区で減少傾向が続いているようで
ある。戸数と同様に処理人口も減少している。なお、D地区は 2006 年度の処理人口が 26
名であるが、そのなかには学校や企業等で、定住はしていないが日中に水道を利用する
10 名が含まれていた。
なお、E地区は特定環境保全公共下水道に接続され、現在は管路のみとなっている。

表－ 6　南砺市の各地区の林集・処理人口の概要

　出典：聞き取り調査およびアンケートより作成
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3．2．4．　林集の費用について
南砺市では、林集の会計を下水道事業会計のなかで行っている。林集のみの収支をみる
と、2013 年度に 900 万円の赤字、2014 年度に 250 万円の赤字と増減があったが、2015
年度以降は 400 万円程度の赤字で推移している。下水道、農集、個別処理浄化槽事業を
含めた全体でみれば、林集の処理人口は 0.1％と非常に小さく、収益、費用に関しても
0.1％に満たない値である（表－ 7）。

表－ 7　南砺市下水道事業の処理施設別の業務量および事業収益・事業費用

　出典：南砺市下水道事業会計決算書（2013 年度から 2017 年度まで）より作成

表－ 4で示したように使用料は下水道、農集、個別処理、林集を通して一律と定めら
れているが、実質の使用料単価（＝使用料収入額 /年間有収水量 36））は、林集が 200 〜
202 円 /	m3 台で推移していたのに対し、他の処理方法は 194 〜 199 円 /	m3 で推移してお
り、林集はほかの処理方法に比べ使用料単価が若干高い傾向にあった。次に、林集の汚水
処理原価（＝汚水処理費 /年間有収水量）は 626 〜 718 円 /	m3 で推移したのに対し、下
水道の汚水処理原価は 488 〜 515 円 /	m3 で林集より安く、一方で農集の汚水処理原価は
905 〜 983 円 /	m3、個別処理の汚水処理原価も 2015 年度以降 929 〜 966 円 /	m3 であり、
林集よりも高かった。経費回収率（＝使用収入額 /汚水処理費× 100）は徴収した使用料
で処理経費をどの程度賄えているかを示すものであるが、林集で 28 〜 32％、下水道で
38 〜 40％、農集は 19 〜 22％、個別処理は 19 〜 32％で推移していた。林集の経費回収
率は、下水道よりは低いが農集に比べ高く、個別処理と同程度の値であり、経費回収率は
30％前後で推移していた。

3．2．5．　今後について
南砺市によれば、処理区内の新規居住者には林集への接続を求めるものの、今後は処理
場の維持管理費がかかることから、処理場の廃止および個別処理浄化槽の導入に向けた検
討が必要であるとしている。
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4．　まとめ

林集を導入した 26 市町村に対するアンケート調査では 17 市町村から回答があり、そ
のうちの 14 市町村において、導入に際して住民からの反対意見は特になく、さらに市町
村では住民からの集合処理への要望も出ていたことから、水洗化への要望が高かったとい
えよう。林集事業の開始当時は、林業地域総合整備事業のメニューのなかで、住民からの
要望は道路が優先的で水洗化への要望はそれほどなく、林集の整備は行政が思うように進
んでいなかった。それが、平成の世になって、住民の意識が変化し、水洗化への要望が強
まったと考えられる。
また、今後の計画については、人口・世帯の減少が続いており、使用料の回収額も減少
し施設の維持管理は難しくなることが予想されることもあり、4市町村で個別処理浄化槽
への切り替えが検討され、1市町村で施設縮小の検討、1市町村で処理方法等の検討が課
題とされ、また 1市町村で将来的に下水道への接続が検討されていた。他の生活排水処
理方法への切り替えや林集の施設縮小などを検討するこれら 7市町村以外の市町村では、
7市町村で処理人口の減少や施設の更新を課題としながらも現状維持で林集を使用すると
している。残りの 3市町村は施設の更新予定や整備計画はないとしており、前述の 7市
町村と同様に当面は現状維持で林集を使用することになる。南砺市の事例では、林集の規
模は下水道に比べはるかに小さく、下水道、農集、個別処理浄化槽と同一の会計で処理さ
れるため、林集事業の赤字は目立たない。下水道事業会計の内容から林集の汚水処理原価
は下水道よりも高く、経費回収率は下水道より低いものの、農集より高く、個別処理と同
等の数値となっていた。しかし、林集の処理人口は年々減少しているため、使用料の回収
が見込めなくなり、行政の費用負担は増加する。加えて、林集の処理施設は耐用年数によ
る施設の整備が必要となる。処理施設の耐用年数は設備にもよるが、使用実績による処理
場機械・電気設備の耐用年数は 15 〜 35 年である。南砺市の場合は併用開始の時期から
20 〜 24 年が経過しようとしていた。また、全国の林集の導入時期は 1999 年がピークで
あり、設置から 20 年が経過しようとしている。今後、林集の施設の耐用年数による機器
の更新が必要となり、林集の費用は確実に現状より増加し、財政負担が大きくなる可能性
も高い。
また、林集の使用料の単価の実績が、表－ 7にみるように 200 円 /m3 を超え、他の生
活排水処理施設より高い背景として、処理人口規模が小さいことに加え、山水を利用して
いる世帯で井戸メーターが使用できないことが要因だと考えられる。井戸メーターが使用
できない場合は、［世帯人数×（7	m3 ＝ 7,000ℓ）/月］を排水しているとみなされる。しか
し、2008年度から 2017年度の間で 1人 1日当たり使用水量は平均して 190〜 210ℓ/人 /
日で推移しているのに対し、1人 1日当たりのみなし排水量 7	m3/ 月は日割りにして 230
ℓ/ 日に相当し、井戸メーターの設置されている世帯より水量が多めに計算されていると
考えられる 37）。
農集、林集の集落排水処理の方法は、個別処理浄化槽と比べて下水道に近い形式で生活
排水処理の水洗化を実現している。加えて、これらの事業は、都市部より人口規模の小さ
い農山村で集合処理を実現しており、特に林集は農村よりも人口規模の小さい山村で下水
道に近い集合処理を可能にした画期的な処理方法であった。そのため、林集は公衆衛生や
自然環境保全のためだけでなく、山村の住民の生活様式をより都市に近いものにでき、山
村の住民がより生活しやすくなったという点において評価できる。全国的にみれば傾斜が
きつく住宅が散在した山村特有の土地条件のため、林集の導入は 26 市町村にとどまり、
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現在の総処理人口も 2,191 人に過ぎず、導入数が伸びないまま補助事業としては終了して
しまったものの、山村の生活環境の改善を進めようとした林野庁の政策は、山村でも下水
道類似施設を設置することができるという点で重要な事業だった。全国の林集導入地域と
富山県南砺市の事例から、林集の経費回収率は下水道より低いものの農集や個別処理と比
べると著しく悪いわけではなかった。しかし、人口が減少し続けている山村では、使用料
も落ち込むことが予測でき、今後の林集の維持管理は困難を極めていくと考えられる。そ
のため、林集は施設の統廃合などの規模縮小や個別処理浄化槽への切り替えが検討されて
おり、将来的には林集の利用はなくなる可能性が高い。しかしながら、山村に住みたいと
思う志向性がある限り、加えて林業という産業を支えていくためにも山村での生活環境整
備は依然として必要である。そのなかでも生活排水処理は不可欠なものである。林集施設
の設置だけでなく維持管理にも国家的な支援が期待されるが、市町村の財政支援により将
来的に個別処理浄化槽への切り替えが実施されても、浄化槽の設置後の維持管理への国家
ぐるみの手厚い支援がさらに期待される。
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29）　鹿熊利秋（1999）富山県全県域下水道化構想　下水道を地域のものに．水道公論，35（1）：
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108-110．
30）　全国では 1995 年に厚生省衛生局から都道府県に通達が出されている。「汚水処理施設の整

備に関する構想策定の基本方針について」（公布日：1995 年 12 月 19 日衛環 279 号）
31）　聞き取り調査から。
32）　富山県（2012）富山県全県域下水道化構想 2012．26 頁．
33）　富山県（2018）富山県全県域下水道ビジョン 2018（全体版）．48 頁．
34）　富山県（2018）富山県全県域下水道ビジョン 2018（全体版）．12 頁．
35）　居住用の土地で 700	m2 を超える部分は 1/2 を対象面積とし、700	m2 の料金と合算する。
36）　有収水量は使用料徴収や他の会計から収入のあった水量をいう。
37）　南砺市ふるさと整備部上下水道課（2018）南砺市新水道ビジョン　平成 30 年度　第 3章	

南砺市水道事業の現状と課題　（7）1人	1 日当たり使用水量の推移．3-6．

（2020 年 1 月 6日受付、2021 年 3 月 29 日受理）


